
議案第 71号  

 

 

   西脇市部設置条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市部設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和７年 11月 27日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 分掌事務の所属換えに伴い、所要の改正を行う必要があるため。  



 
 

 
西

脇
市

部
設

置
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

部
設

置
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

1
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 
（
設
置
）
 

第
１
条
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
 1
58
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市

長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
次
の
部
を
置
く
。
 

市
長
公
室
 

ま
ち
づ
く
り
部
 

総
務
部
 

福
祉
部
 

く
ら
し
安
心
部
 

産
業
活
力
再
生
部
 

建
設
水
道
部
 

 
（
事
務
分
掌
）
 

第
２
条
 
前
条
に
規
定
す
る
部
の
事
務
分
掌
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

市
長
公
室
 
（
略
）
 

ま
ち
づ
く
り
部
 

 
（
削
る
）
 

⑴
 
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑵
 
人
権
施
策
及
び
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑶
 
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑷
 
都
市
整
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑸
 
開
発
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑹
 
公
営
住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑺
 
他
の
部
等
の
所
管
に
属
さ
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

総
務
部
 

 
（
削
る
）
 

⑴
 
職
員
の
人
事
、
給
与
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑵
 
文
書
及
び
法
規
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑶
 
財
務
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑷
 
情
報
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑸
 
税
に
関
す
る
こ
と
。
 

福
祉
部
 
（
略
）
 

く
ら
し
安
心
部
 
（
略
）
 

産
業
活
力
再
生
部
 

 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
 1
58
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市

長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
次
の
部
を
置
く
。
 

市
長
公
室
 

都
市
経
営
部
 

総
務
部
 

福
祉
部
 

く
ら
し
安
心
部
 

産
業
活
力
再
生
部
 

建
設
水
道
部
 

 
（
事
務
分
掌
）
 

第
２
条
 
前
条
に
規
定
す
る
部
の
事
務
分
掌
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

市
長
公
室
 
（
略
）
 

都
市
経
営
部
 

 
⑴
 
財
務
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑵
 
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑶
 
人
権
施
策
及
び
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

⑷
 
他
の
部
等
の
所
管
に
属
さ
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

総
務
部
 

⑴
 
情
報
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑵
 
職
員
の
人
事
、
給
与
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑶
 
文
書
及
び
法
規
に
関
す
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

⑷
 
税
に
関
す
る
こ
と
。
 

福
祉
部
 
（
略
）
 

く
ら
し
安
心
部
 
（
略
）
 

産
業
活
力
再
生
部
 

 



 
⑴
 
農
林
業
に
関
す
る
こ
と
。
 

（
削
る
）
 

⑵
 
商
工
業
、
労
働
及
び
観
光
に
関
す
る
こ
と
。
 

建
設
水
道
部
 

⑴
 
道
路
、
橋
り
ょ
う
、
河
川
そ
の
他
の
土
木
に
関
す
る
こ
と
。
 

（
削
る
）
 

 
（
削
る
）
 

 
（
削
る
）
 

 
（
削
る
）
 

⑵
 
下
水
道
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑶
 
農
業
集
落
排
水
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑷
 
農
林
土
木
に
関
す
る
こ
と
。
 

 

⑴
 
農
林
業
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑵
 
農
林
土
木
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑶
 
商
工
業
、
労
働
及
び
観
光
に
関
す
る
こ
と
。
 

建
設
水
道
部
 

⑴
 
道
路
、
橋
り
ょ
う
、
河
川
そ
の
他
の
土
木
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑵
 
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑶
 
都
市
整
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑷
 
開
発
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑸
 
公
営
住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑹
 
下
水
道
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑺
 
農
業
集
落
排
水
に
関
す
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
令

和
８

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 


